
◇令和６年度の本校の主な行事予定
４月 ・学年保護者会（中旬ごろ）

＜学期に１回の保護者会を予定＞

・ＰＴＡ総会（下旬に予定）

大型連休前後 ・部活動保護者会

６月１日（土） ・運動会

７月１０日（～１２日）・６組宿泊学習

１０月８日（火）・音楽祭（会場：杉並公会堂）

【三者面談】７月の夏季休業中および１１月末から１２月初旬

【定期考査】・６月（１学期期末） ・９月（２学期中旬）

・１１月（２学期期末）・２月（学年末）



◇基礎的な学力の定着と向上のために

１ 少人数指導の実施

【数学・英語で２学級３展開】

２ 一人１台端末の活用

【生徒の主体的な学びに向かう態度の育成】

３ 朝の時間の有効活用

４ 夏季休業中の補充学習

５ 放課後学習教室の実施

【コミュニティスクールの地域学校協働活動

「地域未来塾」として】



特別支援学級（6組）について



6組の授業内容について

○国語・数学
・・・学年別や習熟度別の少人数指導で基礎的な学習

○体育・美術・音楽等の実技教科

・・・体力・健康の増進、情緒の安定、集中力の強化、

心の開放を図る

○特別支援学級独自の科目

・・・「生活単元学習」「作業学習」「職業・家庭」等で

将来の生活の自立につなげる

⇒「わかった」「できた」という生徒の自信を育む



日々の生活の中で大切にしていること

○基本的な生活習慣の確立

○将来の就労に向けた体力づくり

○円滑な人間関係を作るために必要な社会性

⇒これらを少人数のクラスの中できめ細かく学ぶ

⇒将来の自立を目標とする



通常学級との交流

○主に学校行事・委員会活動でともに活動

（整美・保健給食・図書委員会での活動・運動会・

音楽祭・修学旅行等）

○部活動への参加（交流活動部）



ご清聴ありがとうございました。



ＣＯＳＭＯＳ教室について



ＣＯＳＭＯＳ教室の紹介

生徒一人一人の特性による生活上の困難の改善・克服を目指
し、通常学級での学校生活をよりよく送ることが目標

原則として1年以内（継続申請が可能）

週2時間程度

コミュニケーション活動

学習計画の立案と実行

手先のトレーニング



対象生徒

通常の学級での学習に基本的に参加できるものの、社会
面等に課題のある生徒

・学校内の「特別支援委員会」での協議をへて、小金井
市教育委員会の「特別支援教室入退室委員会」での審議
を経て入室が決定

学級担任や特別支援コーディネーターに相談



学校生活におけるアレルギー対応について

配布資料

〇アレルギー疾患問診票について(白・表)

〇食物アレルギー対応を希望するご家庭へ(白・表裏)

〇小金井市立小中学校における食物アレルギー対応について（白・表裏）

〇アレルギー疾患問診票(黄色)

〇学校生活管理指導表【アレルギー疾患用】(ピンク色・表裏)





食物アレルギー対応を希望するご家庭へ(大切なお知らせ) 

 

以下｢学校給食における食物アレルギー対応指針｣より抜粋 

学校給食における食物アレルギー対応の大原則 

◎食物アレルギーを有する生徒にも、給食を提供する。そのためにも、安全性を最優先と

する。 

◎学校内での食物アレルギー対応委員会等により組織的な対応を行う。 

◎｢学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン｣に基づき、医師の診断による

｢学校生活管理指導表｣の提出を必須とする。 

◎安全性確保のため、原因食物の完全除去対応を原則とする。 

◎学校及び調理場の施設設備、人員等を鑑み、無理な(過度に複雑な)対応は行わない。 

◎教育委員会等は食物アレルギーの対応について一定の方針を示すとともに、各学校の取

り組みを支援する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご不明な点等がございましたら、下記までご連絡をお願いいたします。 

お子様や生徒の安全を最優先した学校給食の取り組みにご理解とご協力をいただきますようお願

い申し上げます。              問合せ先 042－383－1162 

 学校生活管理指導表について 養護教諭 吉田 

 給食について 栄養士 長谷川 

完全除去食対応の給食とは 

 完全除去食対応の給食とは、アレルゲンとなる食物を完全に除いた給食です。したがって、食べ

られる量や加工の程度に関わらず、除去食を提供するということとなります。 

(但し、小金井市の場合、当該生徒・他の生徒への安全確保や作業工程、施設、費用に差支えがない

場合は、対応食を提供することがあります。対応食は 1 日 2 種類までとするため、一部持参食と

なる場合があります。) 

対応指針では完全除去食対応の給食でも、「調味料・だし・添加物・油等」で原因食物に関連する

ものであっても、症状誘発の原因となりにくい食品については、完全除去食対応を原則とする学校

給食においても、基本的に除去する必要はないこととされています。 

 

「調味料・だし・添加物・油等」について対応が必要な生徒は、重篤なアレルギーがあることを

意味するため、一部持参または完全持参食対応を視野に協議します。学校生活管理指導表作成時に

調味料・だし・添加物・油等が、該当生徒のアレルギーの原因となるか否かについて、主治医との

確認をお願い申し上げます。 

アレルギー対応に関する返金について 

 すべての献立において完全持参食となる場合は、1 食分の返金をすることができます。 

一部持参食または対応食の提供となる場合は、返金することができませんので、ご了承ください。 

※乳アレルギー(飲用牛乳のみ)の場合、飲用牛乳のみの除去は、完全除去食の観点から対応不可 

としています。但し、乳完全除去の場合は、飲用牛乳代のみ返金されます。 

 

 

 

以下｢学校給食における食物アレルギー対応指針｣より抜粋 

学校給食における食物アレルギー対応の大原則 

◎食物アレルギーを有する生徒にも、給食を提供する。そのためにも、安全性を最優先と

する。 

 

◎学校内での食物アレルギー対応委員会等により組織的に行う。 

 

◎｢学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン｣に基づき、医師の診断による

｢学校生活管理指導表｣の提出を必須とする。 

 

◎安全性確保のため、原因食物の完全除去対応を原則とする。 

 

◎学校及び調理場の施設設備、人員等を鑑み、無理な(過度に複雑な)対応は行わない。 

 

◎教育委員会等は食物アレルギーの対応について一定の方針を示すとともに、各学校の取

り組みを支援する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご不明な点等がございましたら、下記までご連絡をお願いいたします。 

生徒の安全を最優先した学校給食の取り組みにご理解とご協力をいただきますようお願い申し上

げます。                         問合せ先 042－383－1162 

学校生活管理指導表について 養護教諭 吉田 

給食内容について 栄養士 長谷川 

食物アレルギーを有する生徒の主治医の皆さまへ 

  

完全除去食対応の給食とは 

 完全除去食対応の給食とは、アレルゲンとなる食物を完全に除いた給食を提供するという意味で

す。したがって、食べられる量や調理・加工の程度に関わらず、除去食を提供するということとな

ります。 

ただし、完全除去食対応の給食でも、「調味料・だし・添加物・油等」で原因食物に関連するも

のであっても、症状誘発の原因となりにくい食品については、基本的に除去する必要はないことと

されています。 

「調味料・だし・添加物・油等」について対応が必要な生徒は、重篤なアレルギーがあることを

意味するため、一部持参または完全持参食対応を視野に協議を行うため、主治医による詳細な情報

が必要です。 

作成いただく学校生活管理指導表について 

学校では｢学校生活管理指導表｣の主治医の先生からのご指示に基づき、保護者と学校生活にお 

ける配慮や管理について相談し、適切な食物アレルギー対応を決定することとしています。 

対応指針の明示により、学校生活管理指導表作成時に調味料・だし・添加物・油等が、該当生徒

のアレルギーの原因となるか否かについて、保護者との確認をお願い申し上げます。 





アレルギー疾患問診票 

令和６年度入学用(本日入学説明会後に提出/欠席の方は別紙のとおり提出)      令和  年  月  日記入                          

(      )小学校 

  年  組 

児童 

氏名 

ふりがな 

             男・女 

保護者 

氏名 

          

 

１ アレルギー疾患は現在ありますか。 はい （該当するものに○） 

気管支ぜん息     アトピー性皮膚炎 

アレルギー性結膜炎  アレルギー性鼻炎 

食物アレルギー    アナフィラキシー 

 

 

いいえ 

                                          

２に回答      ここで終わりです 

 

２ 

 

アレルギー疾患のため学校生活上で個別の対応が必要ですか。 

 

※学校生活上、医療・予防等適切な加療をしながらも生徒自身で対応や管理を行う

ことが難しく、給食、食物・食材を扱う授業・活動、運動（体育・部活動等）、プ

ール指導及び長時間の紫外線下での活動、屋外活動、動物との接触やホコリ等の

舞う環境での活動、宿泊を伴う校外活動等で内容や活動を制限したり、個別の対

応を必要とする場合。 

 

 

 

いいえ 

  

３に回答  

  

 

３ 

  

アレルギー疾患の内容は次のどちらですか。 

下記において記載しきれない場合は裏面にご記入ください 食物 

食物以外 
（ぜん息・ハチ毒等） 

 

具体的なアレルギー原因物質（食材）や症状を具体的にご記入ください。 

原因物質（食材） 
例）たまご 

症状 
例）口の周りが、かゆくなる。 

 

 
 

 

過去にアナフィラキシーショック（※）を発症したことがありますか。 

 

※アナフィラキシーショック・・・アレルギー症状が体の複数の臓器に現れ、呼吸 

困難や意識障害を起こす急性のアレルギー反応。 

はい いいえ 

緊急時のためのエピペンや内服薬を常備していますか。 

 

エピペン 内服薬 無し 

 

連絡先 

連絡先名(                   )入学予定児童との関係(    ) 

－    －     ※日中必ず連絡がとれる番号をご記入願います。 

 

ここで終わりです 
※学校生活上で、何らかの個別の対応を必要とする場合は、「学校生活管理指導表（ピン

ク色）」を提出いただきます。（医師が記入し、文書作成料金は保護者の負担となりま

す。） 



学校生活で何らかの
アレルギー対応が必要な場合

「学校生活管理指導表
【アレルギー疾患用】」
を提出していただき、
入学後の対応を協議。
⇒令和６年２月中旬頃ま
でに提出をお願いします。
※医師が記入するものです



中学生の給食の栄養量

１日830kcal 学校給食法で決められた栄養価



給食費について

一食 382円（うち、市からの補助金49円）
ご家庭のご負担は一食333円です

来年度については未定です。

年間の振替月や返金対象などは資料をご覧ください。



①
手
続
き
す
る
口
座
情
報

②
給
食
費
の
口
座
情
報

③
お
子
様
の
お
名
前

口座と同一の住所

口座のご名義

小金井第二中学校給食費

00120-8-697398

在籍小学校学年組生徒氏名

ご注意いただきたいこと

① ゆうちょ窓口にご持参ください

⑤ 教材費と給食費 それぞれ
別々に登録してください。

④ 同じ学年に複数在籍生徒（双子以上）
1人につき 一口座でご登録下さい

② 口座名義はどなたでも構いません。

③ 一番下の備考欄に
「在籍小学校 学年・組 生徒氏名」を
ご記入ください。




